
�愛媛県告示第１３９３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

ときわ歯科医院 矢 野 淳 也 今治市常盤町６丁目５番
２８号

平成２４年
９月１日

鎌田内科消化器
科クリニック 鎌 田 洋一郎 八幡浜市１５２６番地８０・１５

２６番地８１
平成２４年
１０月１日

ひめ薬局北鳥生
店

株式会社レフ
ピック

今治市北鳥生町三丁目４
番１２号

平成２４年
１１月１日

あいなん薬局 有限会社アポト
ライ

南宇和郡愛南町一本松３３
８２－４

平成２４年
１１月１日
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�愛媛県告示第１３９４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同

法第４９条の規定により、施術機関を次のように指定した。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

施術機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

高専まえ接骨院 株式会社湯川治
療院 新居浜市八雲町４－２１ 平成２４年

１０月１６日
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�愛媛県告示第１３９５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

けんこう薬局 水 野 和 子 伊予市米湊７９６ 平成１６年
３月３１日

牧野眼科医院 牧 野 嘉 明 八幡浜市広瀬１－７－３６ 平成２４年
５月３１日

鎌田内科消化器
科クリニック 鎌 田 啓 祐 八幡浜市大黒町三丁目１５２６

－４
平成２４年
９月３０日
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�愛媛県告示第１３９６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項の規定により、

次のとおり指定医療機関の辞退があった。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

辞 退

年 月 日

佐々木歯科医院 医療法人佐々木
歯科医院 宇和島市川内甲１１００－４ 平成２４年

１２月３１日
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�愛媛県告示第１３９７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３９８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定した。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人滴水会 今治市末広町一丁目５番地５ 複合型サービス小規模多機能
ひうち 今治市末広町三丁目３番地６ 平成２４年８月１日

新愛商事株式会社 八幡浜市五反田１番耕地１０５０
番地 ウェルフェア五反田 八幡浜市五反田１番耕地１０６

番地 平成２４年８月９日

アースサポート株式会社 東京都渋谷区本町一丁目４番
１４号 アースサポート今治 今治市北日吉町一丁目１７番５

号 平成２４年９月１日

江盛康之 新居浜市港町４－１５４ えもり内科クリニック 新居浜市久保田町二丁目４番
２７号 平成２４年１０月１日

有限会社キングメディカル 新居浜市八幡二丁目５－６ きんぐ調剤薬局久保田 新居浜市久保田町二丁目４番
２６号 平成２４年１０月１日

医療法人誓生会 四国中央市土居町入野９７０番
地 デイサービスのぞみ 四国中央市土居町入野９７０番

地 平成２４年１０月１日

株式会社マルショウ 南宇和郡愛南町中浦１９番地 小規模多機能型居宅介護事業
所ほほえみ 南宇和郡愛南町久家６９１ 平成２４年１０月１日

有限会社ケンシンファーマシ
ー 大洲市徳森１９９０番地１ まろん薬局 大洲市若宮９８８番地２５ 平成２４年１０月３１日

有限会社ケンシンファーマシ
ー 大洲市徳森１９９０番地１ とも調剤薬局 西予市宇和町上松葉１４６番地

１ 平成２４年１０月３１日

株式会社富士ライフサポート 今治市室屋町三丁目２－１９ 富士ライフサポート訪問介護
事業所 今治市室屋町三丁目２－１９ 平成２４年１１月１日

セントケア四国株式会社 香川県高松市中新町１１番地１ セントケア八幡浜 八幡浜市江戸岡一丁目８番５
号 平成２４年１１月１日

株式会社さわやか倶楽部
福岡県北九州市小倉北区熊本
二丁目１０番１０号 内山第２０ビ
ル

さわやか新居浜館デイサービ
スセンター 新居浜市東田３丁目乙１１－７７ 平成２４年１１月１日

株式会社さわやか倶楽部
福岡県北九州市小倉北区熊本
二丁目１０番１０号 内山第２０ビ
ル

さわやか新居浜館ショートス
テイ 新居浜市東田３丁目乙１１－７７ 平成２４年１１月１日

株式会社さわやか倶楽部
福岡県北九州市小倉北区熊本
二丁目１０番１０号 内山第２０ビ
ル

さわやか新居浜館 新居浜市東田３丁目乙１１－７７ 平成２４年１１月１日

ケアプラス株式会社 宇和島市宮下甲１５３５番地２５ ケアプラスデイサービスセン
ター大洲 大洲市中村６４９番地１ 平成２４年１１月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社塩音 今治市上徳甲５８８番地６ 居宅介護支援事業所しおん 今治市上徳甲５８８番地６ 平成２４年９月１０日
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愛 媛 県 報平成２４年１１月２７日 第２４２４号

１０５７



�愛媛県告示第１３９９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

株式会社富士ライフサポート 今治市室屋町三丁目２－１９ 富士ライフサポート居宅介護
支援事業所 今治市美須賀町一丁目１－１１ 平成２４年１１月１日

株式会社お茶屋の里 新居浜市西の土居町二丁目８
番２３号

居宅介護支援事業所お茶屋の
里

新居浜市西の土居町二丁目８
番２３号 平成２４年１１月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社山茶花 今治市阿方甲４２４番地１ ほっと介護センターさざんか 今治市阿方甲４２４番地１ 平成２４年８月１日

新愛商事株式会社 八幡浜市五反田１番耕地１０５０
番地 ウェルフェア五反田 八幡浜市五反田１番耕地１０６

番地 平成２４年８月９日

有限会社サトウ介護用品サー
ビス 南宇和郡愛南町緑乙４２０９番地 有限会社サトウ介護用品サー

ビス 南宇和郡愛南町緑乙４２０９番地 平成２４年８月２５日

アースサポート株式会社 東京都渋谷区本町一丁目４番
１４号 アースサポート今治 今治市北日吉町一丁目１７番５

号 平成２４年９月１日

株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目２４番３８号 株式会社悠遊社今治事業所 今治市片山二丁目９－１２ 平成２４年１０月１日

江盛康之 新居浜市港町４－１５４ えもり内科クリニック 新居浜市久保田町二丁目４番
２７号 平成２４年１０月１日

有限会社キングメディカル 新居浜市八幡二丁目５－６ きんぐ調剤薬局久保田 新居浜市久保田町二丁目４番
２６号 平成２４年１０月１日

株式会社マルショウ 南宇和郡愛南町中浦１９番地 小規模多機能型居宅介護事業
所ほほえみ 南宇和郡愛南町久家６９１ 平成２４年１０月１日

有限会社ケンシンファーマシ
ー 大洲市徳森１９９０番地１ まろん薬局 大洲市若宮９８８番地２５ 平成２４年１０月３１日

有限会社ケンシンファーマシ
ー 大洲市徳森１９９０番地１ とも調剤薬局 西予市宇和町上松葉１４６番地

１ 平成２４年１０月３１日

株式会社富士ライフサポート 今治市室屋町三丁目２－１９ 富士ライフサポート訪問介護
事業所 今治市室屋町三丁目２－１９ 平成２４年１１月１日

セントケア四国株式会社 香川県高松市中新町１１番地１ セントケア八幡浜 八幡浜市江戸岡一丁目８番５
号 平成２４年１１月１日

株式会社さわやか倶楽部
福岡県北九州市小倉北区熊本
二丁目１０番１０号 内山第２０ビ
ル

さわやか新居浜館デイサービ
スセンター 新居浜市東田３丁目乙１１－７７ 平成２４年１１月１日

株式会社さわやか倶楽部
福岡県北九州市小倉北区熊本
二丁目１０番１０号 内山第２０ビ
ル

さわやか新居浜館ショートス
テイ 新居浜市東田３丁目乙１１－７７ 平成２４年１１月１日

株式会社さわやか倶楽部
福岡県北九州市小倉北区熊本
二丁目１０番１０号 内山第２０ビ
ル

さわやか新居浜館 新居浜市東田３丁目乙１１－７７ 平成２４年１１月１日

ケアプラス株式会社 宇和島市宮下甲１５３５番地２５ ケアプラスデイサービスセン
ター大洲 大洲市中村６４９番地１ 平成２４年１１月１日
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愛 媛 県 報平成２４年１１月２７日 第２４２４号
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�愛媛県告示第１４００号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに休止した旨の届出があった。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４０１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４０２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４０３号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２第１項の規定により、次のとおり指定障害児入所施設を指定した。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

休 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
休 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人青峰会 八幡浜市五反田１番耕地１０４６
番地１

デイサービスセンターアクティ
ブ保内

八幡浜市保内町宮内１番耕地
３２４番地 平成２４年１０月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人滴水会 今治市末広町一丁目５番地５ 小規模多機能ひうち 今治市末広町三丁目３番地６ 平成２４年７月３１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人滴水会 今治市末広町一丁目５番地５ 小規模多機能ひうち 今治市末広町三丁目３番地６ 平成２４年７月３１日

事業者番号
指 定 障 害 児 入 所 施 設 の 設 置 者

福 祉 型 又 は
医 療 型 の 別

指 定 障 害 児 入 所 施 設
指 定
年 月 日

名 称 主たる事務所の
所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５０１０００１１ 社会福祉法人日野学園 松山市拓川町３番４４号 日 野 二 郎 福祉型 日野学園児童部 松山市拓川町３番４４号 平成２４年
１０月１日

３８５０７０００１８ 大洲市 大洲市大洲６９０番地の
１ 清 水 裕 福祉型 大洲市立大洲学園 大洲市市木１００５番地１ 平成２４年

１０月１日

３８５１３０００１６ 四国中央市 四国中央市三島宮川四
丁目６番５５号 井 原 巧 福祉型 四国中央市太陽の家

（児童部）
四国中央市妻鳥町乙１６
番地

平成２４年
１０月１日

３８５１４０００１４ 社会福祉法人野村町社
会福祉協会

西予市野村町野村８号
４７９番地１ 別 宮 靜 福祉型 障害児入所施設野村学

園
西予市野村町野村１６号
４４８番地

平成２４年
１０月１日
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�愛媛県告示第１４０４号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定した。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４０５号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サー

ビス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４０６号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１４第１項の規定により、次のとおり指定一般相談支援事業者を指定した。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４０７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０５００５４０ ＮＰＯ法人サスケ工房 新居浜市西町１番３０号 白 石 光 廣 就労継続支援
Ａ型

就労継続支援Ａ型事業
所 サスケ工房 新居浜市西町１番３０号 平成２４年

１０月１日

３８１３２０００４９ 特定非営利活動法人サ
ン・スマ

越智郡上島町生名５０８
番地 村 本 祐 子 同行援護 サン・スマ 介護サー

ビス
越智郡上島町生名６４３
番地

平成２４年
１０月１日

３８１３９１０１４２ 社会福祉法人宇和島福
祉協会

宇和島市三浦東４１２２番
地４ 緒 賀 正 輝 短期入所 短期入所事業所 フレ

ンドホーム
北宇和郡松野町豊岡４５９８
番地２

平成２４年
１０月１日

３８１４００００６７ 社会福祉法人愛南町社
会福祉協議会

南宇和郡愛南町御荘平
城２１３９番地 尾 崎 利 男 同行援護 愛南町社協居宅介護事

業所
南宇和郡愛南町城辺甲
２３８０番地

平成２４年
１０月１日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１１５００２２６ アキラ産業有限会社 今治市松本町五丁目２
－３ 田 坂 力 就労移行支援 ドリーム工房 東温 東温市下林甲１３４１－１ 平成２４年

１０月３１日

事業者番号
指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 者

指定地域相談
支 援 の 種 類

指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８３１０００１４０ 社会福祉法人伊予市社
会福祉協議会 伊予市米湊７２３番地１ 松 田 隆 和 地域移行支援 伊予市社協指定相談支

援事業所 伊予市米湊７２３番地１ 平成２４年
１０月１日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人聖風会 指定短期入所生活介護事業所道前荘 愛媛県西条市小松町大頭甲１１２７番地１ 平成２４年１０月１日 短期入所生活介護

ゴールデンアローライン株式会社 訪問入浴介護すまいる 愛媛県今治市中堀二丁目６番１６号 平成２４年１０月１５日 訪問入浴介護
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�愛媛県告示第１４０８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４０９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４１０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４１１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１４１２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

西条市河原津、河原津新田、三芳及び楠地域に係る県営土地改良事

業計画を定めたので、同条第５項の規定により、次のとおり当該土

地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・三芳地区）計

画書の写し

２ 縦覧期間

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

医療法人大志会 居宅支援センター矢野脳外科 愛媛県八幡浜市古町一丁目６番１２号 平成２４年１０月１日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人聖風会 指定短期入所生活介護事業所道前荘 愛媛県西条市小松町大頭甲１１２７番地１ 平成２４年１０月１日 介護予防短期入所
生活介護

ゴールデンアローライン株式会社 訪問入浴介護すまいる 愛媛県今治市中堀二丁目６番１６号 平成２４年１０月１５日 介護予防訪問入浴
介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

介護機器のイトウ株式会社 蒼社町のデイサービス 愛媛県今治市蒼社町二丁目２番６７号 平成２４年１０月３１日 通所介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人胃腸科内科松村クリニック 訪問看護ステーションすみの 愛媛県新居浜市中筋町二丁目１番６号 平成２４年１０月４日 介護予防訪問看護

介護機器のイトウ株式会社 蒼社町のデイサービス 愛媛県今治市蒼社町二丁目２番６７号 平成２４年１０月３１日 介護予防通所介護
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平成２４年１１月２８日から１２月２６日まで

３ 縦覧場所

西条市役所東予総合支所

�������
�愛媛県告示第１４１３号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県四国中央保健所及び四国中央市役所において告示

の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２４年１１月２７日

愛媛県四国中央保健所長 竹 内 豊

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

愛媛パルプ協同組合

四国中央市川之江町４１５番地１

理事長 伊藤 俊次

２ 事業場の名称及び所在地

愛媛パルプ協同組合

四国中央市川之江町４１５番地１

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第２３

号イ、ヘ、ト、第７１の４号

ダイオキシン類対策特別措置法施行令（平成１１年政令第４３３号）

別表第２第１５号イ

４ 変更しようとする事項の内容

排出水の汚染状態及び量の変更

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大

の値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１排水口（工場排水）
変更なし

備考 この他に、生活排水口が２箇所（今回１箇所廃止し、

１箇所新設。）、雨水排水口が２３箇所（今回２箇所新設。）、

工業用水排水口が１箇所ある。

� �４排水口（生活排水）

変 更 前 変 更 後

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２

最大 ４

通常 １

最大 ２

� �１１排水口（生活排水）（新設）

汚水等の汚

染状態の値

項 目

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ６．０～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３０

最大 ５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 ８０

�������
�愛媛県告示第１４１４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

今治市土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

平成２４年１１月２７日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 長 島 清 志 今治市大正町７丁目１番３号

〃 上 田 忠 今治市美須賀町２丁目３番地１

〃 矢 野 典 明 今治市石井町１丁目１０番９号

〃 村 越 定 信 今治市砂場町２丁目３番１０号

〃 岡 林 興 通 今治市郷新屋敷町３丁目１番１８号

〃 櫛 部 和 彦 今治市南高下町１丁目１番２４号

〃 大 澤 慶 三 今治市矢田甲６９８番地の３

〃 松 本 正 一 今治市宅間甲１２７３番地７

〃 青 野 岩 夫 今治市旦甲１２９番地

〃 武 田 剛 今治市孫兵衛作甲２３３番地３

〃 冨 田 利 治 今治市中寺５０８番地

〃 羽 藤 敏 郎 今治市新谷甲３５８番地

〃 梶 川 冨士喜 今治市波止浜１１３番地２

〃 田 窪 象 市 今治市杣田甲１９０番地

〃 岡 本 武 夫 今治市高橋甲６０４番地１０

〃 小 川 真 弘 今治市片山１丁目１番１号

〃 白 石 和 孝 今治市松木３０１番地２

〃 砂 原 吉 隆 今治市東村３丁目２番３０号

監 事 真 木 崇 今治市北日吉町２丁目２番４０号

〃 横 田 晴 志 今治市山路２８８番地

〃 八 木 壯 平 今治市杣田甲３７３番地２

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 長 島 清 志 今治市大正町７丁目１番３号

〃 上 田 忠 今治市美須賀町２丁目３番地１

〃 矢 野 典 明 今治市石井町１丁目１０番９号

〃 村 越 定 信 今治市砂場町２丁目３番１０号

〃 櫛 部 和 彦 今治市南高下町１丁目１番２４号

〃 八 木 巖 今治市延喜甲８５番地１

〃 松 本 正 一 今治市宅間甲１２７３番地７

〃 青 野 岩 夫 今治市旦甲１２９番地

〃 河 野 健 二 今治市新谷甲８５１番地

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３０

最大 ５０

全燐（単位
１リット

ルにつきミ
リグラム）

通常 ５

最大 １０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４

最大 ７
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〃 白 石 邦 尚 今治市四村８６番地

〃 梶 川 冨士喜 今治市波止浜１１３番地２

〃 田 窪 象 市 今治市杣田甲１９０番地

〃 越 智 敬一郎 今治市高橋甲９４５番地４

〃 宇 高 久 敏 今治市馬越町３丁目１番７号

〃 白 石 和 孝 今治市松木３０１番地２

監 事 岡 林 興 通 今治市郷新屋敷町３丁目１番１８号

〃 武 田 剛 今治市孫兵衛作甲２３３番地３

〃 砂 原 吉 隆 今治市東村３丁目２番３０号

�愛媛県告示第１４１５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市国安土地改良区から次のとおり役員が住所を変更した旨の届

出があった。

平成２４年１１月２７日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

�愛媛県告示第１４１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１４１７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市泊土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨

の届出があった。

平成２４年１１月２７日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 本 峰 夫 松山市泊町１０４番地

〃 小 池 洋 司 松山市泊町８２２番地

〃 萩 野 耕 司 松山市泊町５５２番地

〃 門 屋 明 人 松山市泊町７５８番地

〃 小 池 真 悟 松山市泊町９７１番地

監 事 山 田 陽 松山市泊町５７４番地

〃 中 村 善 文 松山市泊町５７７番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 本 峰 夫 松山市泊町１０４番地

〃 小 池 洋 司 松山市泊町８２２番地

〃 萩 野 耕 司 松山市泊町５５２番地

〃 門 屋 明 人 松山市泊町７５８番地

〃 小 池 真 悟 松山市泊町９７１番地

監 事 山 田 陽 松山市泊町５７４番地

〃 中 村 善 文 松山市泊町５７７番地

�愛媛県告示第１４１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の
種 類 氏 名

住 所

変 更 前 変 更 後

理 事 才 田 稔 西条市新市１３３５番地１ 西条市国安１３３５番地１

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 上分三島線
四国中央市妻鳥町字井添池口１９６２番４から

同町字井添池１１２１番１まで

旧 ６．０～９．０ ０．１９４

新 １０．５～１４．０ ０．１９４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 久米垣生線
松山市北井門四丁目３４４番地２から

同市北井門四丁目３５３番地４まで
平成２４年１１月２７日

��������������
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�愛媛県告示第１４１９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２４年１１月２７日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第１４２０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１４２２号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２４年１１月２７日

愛媛県南予地方局長 山 本 龍 典

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２４年１１月２０日

３ 指定道路の位置

喜多郡内子町内子６９３番２及び６９３番５

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ６３．０３メートル

� 幅員 ６．００メートル

�愛媛県告示第１４２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 九島循環線
宇和島市本九島１８３９番３から

宇和島市本九島１８３７番１まで
平成２４年１１月２７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜保内線
大洲市長浜町穂積乙３４３番３地先から

同町穂積甲５６２番３まで

旧 ７．２～１１．９ ０．０４３

新 １０．３～１１．９ ０．０４３

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２４中局建（開）第３２号

平成２４年１１月１６日
伊予郡松前町大字西古泉字玉垣５３５番

西条市小松町南川甲１１５番地１

フレスコマンションⅢＡ棟２０３号

武 智 義 尚

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 九島循環線
宇和島市本九島１８３９番３から

宇和島市本九島１８３７番１まで

旧 ２．６～４．７ ０．０４９

新 ４．３～１４．３ ０．０４３
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�愛媛県告示第１４２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛統一労働組合執行委員長大野久から次のとおり争議

行為を行う旨の通知が平成２４年１１月１９日あったので公表する。

平成２４年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 平成２４年度年末一時金その他に関する事項

２ 日時 平成２４年１２月３日正午より本問題が解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

財団法人 正光会今治病院 今治市高市甲７８６－１３

財団法人 正光会宇和島病院 宇和島市柿原１２８０番地

４ 概要 前記記載の場所において、あらゆる形の争議行為を単独

又は併用して実施する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第６８号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２４年１１月２７日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜保内線
大洲市長浜町穂積乙３４３番３地先から

同町穂積甲５６２番３まで
平成２４年１１月２７日

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年１１月１５日 特定非営利活動法人フェロージョ
ブステーション 三 好 大 助 愛媛県松山市西一万町１０番地２ この法人は、障がいを持つ人々が精神的・経済

的に自立して、生き甲斐、働き甲斐を感じなが
ら社会参加・就労できるようになるために、今
後ますます発展を遂げるコンピュータやその領
域の知識や技術を利用した仕事の開拓・研修・
実習・実務に関する業務を行い、障がい者の社
会参画と自立に寄与することを目的とする。

選挙管理委員会告示

改 正 後 改 正 前

１ 病院 １ 病院

名 称 所 在 地 指定年月日 名 称 所 在 地 指定年月日

省略 省略

八幡浜医師会立双岩病院 八幡浜市若山４番

耕地１６３

昭和５０年３月２８

日

省略 省略
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�愛媛県選挙管理委員会告示第６９号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２４年１１月２７日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

医療法人青峰会真網代くじ

らリハビリテーション病院

省略 医療法人青峰会真網代くじ

らリハビリテーション病院

省略

八幡浜医師会立双岩病院 八幡浜市若山４番

耕地１６０－１

平成２４年１１月２７

日

省略 省略

２ 介護老人保健施設 ２ 介護老人保健施設

名 称 所 在 地 指定年月日 名 称 所 在 地 指定年月日

省略 省略

老人保健施設はぴね

すケアセンター

新居浜市泉宮町５－１９ 平成５年７月１６

日

省略 省略

介護老人保健施設若

水ケアセンター

省略 介護老人保健施設若

水ケアセンター

省略

老人保健施設はぴね

すケアセンター

新居浜市多喜浜二丁目１

－５０

平成２４年１１月２７

日

省略 省略

３～５ 省略 ３～５ 省略

改 正 後 改 正 前

１ 病院 １ 病院

名 称 所 在 地 指定年月日 名 称 所 在 地 指定年月日

省略 省略

医療法人弘友会

加戸病院
大洲市若宮５４８

昭和５３年１２

月６日

省略 省略

医療法人誠志会砥部

病院
省略

医療法人誠志会砥部

病院
省略

加戸病院 喜多郡内子町内子７７１
平成２４年１１

月２７日

２～５ 省略 ２～５ 省略
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